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事 務 連 絡 

 

公益財団法人笹川保健財団代理人（のぞみ総合法律事務所）からの事務連絡（令和5年2

月24日付）の書面によると、当方から提出した要求書については、「現時点では令和5年

度の国立ハンセン病資料館に係る運営業務についてまだ厚生労働省から受託していないた

め、現時点での回答は適切ではない」、「当財団が令和5年度の上記業務を受託後に回答

する」とございました。3月1日付けにて、厚生労働省から公益財団法人笹川保健財団に国

立ハンセン病資料館に係る運営業務受託が決定したことに基づき、改めて要求書に係る回

答を求めます。 

なお、要求書について新たに示したものではなく、事前に提示していたものであること

から、3月6日（月）までに回答いただくようお願いいたします。  

以上 

 


